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新入職員の皆様へ
資格確認書について

マイナンバーカード
は作成していますか

マイナポータルでマイナンバー
カードに健康保険証利用登録が
されているか確認してください

入職時に資格確認書の申請
を人事にしてください。

医療機関受診の際には
マイナ保険証を使用し
てください。

※新しく加入した健康保険組合のマイナ保険証への資格反映
までには３日間程度お時間がかかりますのでご了承ください
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利用登録なし

マイナ保険証の健康保険証資格情報は
こちらのQRコードまたは下記URLから
確認できます。
(埼玉しんきん健保のホームページに
移動します)
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利用登録済み

資格確認書とは…
マイナンバーカード未作成、マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を
行っていない場合、医療機関に資格確認書を提示することで保険診療が受けられます。

この機会にマイナンバーカードの作成および
健康保険証利用登録をお願いします。

埼玉しんきん健康保険組合

https://www.saitamasinkinkenpohp.jp/member/outline/card.html#cat03Outline01


